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平成２９年８月８日 

貸切バス事業者に対して行政処分を行いました 
 

岡山県の貸切バス事業者である株式会社ショウエイの本社営業所の貸切バスが、乗客１６

名を乗せて運行中に運転者が意識を失って単独事故を惹起し（乗客に負傷者なし）、その後運

転者の死亡が確認されたことを端緒として、岡山運輸支局は平成２９年に２回の監査を実施し

ました。 

監査の結果、道路運送法等関係法令に違反する事実が認められたことから、中国運輸局で

は同法第４０条の規定に基づき下記のとおり事業用自動車（貸切バス）の使用停止処分を行い

ましたので、お知らせします。 

記 

１ 行 政 処 分 年 月 日 ： 平成２９年７月３１日 （処分権者 中国運輸局長 川中
かわなか

 邦男
く に お

） 

 

２ 事 業 者 名 ： 株式会社ショウエイ (代表取締役社長 下原
し も は ら

 丙子
あ き こ

) 

（法人番号 4260001013649） 

住          所 ： 岡山県倉敷市西中新田３２０番地２３ 

 処 分 対 象 営 業 所 ： 本社営業所（岡山県倉敷市連島町連島４３９５） 

 

３ 行 政 処 分 の内 容 ： 事業用貸切バスの使用停止 ２２０日車  （４両×５５日間） 

(平成２９年８月８日から平成２９年１０月１日まで) 

 

４ 違 反 の 内 容 ： 別紙のとおり 

 

５ 違反点数付与状況 ： ２２点（累積点数：２２点） 

 

 【参考】貸切バスの処分状況（今回処分を含む。） ※中国運輸局管内の車両停止処分のみ集計 

         

 

 

 
【問い合わせ先】 

 中国運輸局 自動車運送事業安全監理室   岡山運輸支局 自動車運送事業監査室 

担当 ： 片岡、藤村                  担当 ：西中、山手 

ＴＥＬ ：０８２－２２８－３４６０              ＴＥＬ ：０８６－２８６－８１２２ 

ＦＡＸ ：０８２－２２８－３４５２              ＦＡＸ ：０８６－２８６－８１４７ 

 

【資料配付先】 

〔広島地区〕：ＪＲ記者クラブ、合同庁舎記者クラブ、広島経済記者クラブ、県政記者クラブ 

〔岡山地区〕：交通記者クラブ 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

２件 ９件 １１件 １３件 ４件 



 

別 紙 

【違反の内容】 
 

１．点呼の記録に不実記載があった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項） 

 

２．乗務員の健康状態を適切に把握していなかった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項） 

 

３．点呼を確実に実施していなかった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第１項、第２項） 

 

４．運行記録計による記録を確実に行っていなかった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条第１項） 

 

５．運転者に対する適切な指導及び監督が行われていなかった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項） 

 

６．運行管理者の補助者が要件を満たしていなかった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第４７条の９第３項） 

 

７．乗務員台帳を確実に作成していなかった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項） 

 

８．安全統括管理者の選任届及び解任届を行っていなかった。 

（道路運送法第２２条の２第５項） 

 

９．運送引受書の記載事項に不備があった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項） 

 

１０．点呼の記録の記載事項に不備があった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項） 

 

１１．運転者に対する指導及び監督を行った旨の記録を確実に行っていなかった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項） 


